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はじめに 

 
 排出量取引制度（排出許可証取引）は、環境汚染物質などを各排出源に初期配分し、実排出量との差

を排出源同士で取引することを認め、目標とする排出総量を費用効果的に削減する経済的インセンティ

ブを利用した政策手段のひとつです。 
京都議定書では、各国が京都議定書の数値目標達成のために利用できる制度として国際的な排出量取

引制度が認められました。しかし、ロシアや東欧諸国の数値目標が甘く設定されているためにかねてか

ら抜け穴だと指摘されてきており、排出量取引への依存により国内対策が緩められてしまうことへの強

い反対意見があります。 
また、排出量取引事業は、売買を通じて排出量が大きく削減できる上に世界で何兆円ものビジネスに

成長するという夢物語のようにも語られ、違和感を抱くこともあります。 
一方、京都議定書の制度の一つとして認められたことから、昨今、排出量取引制度をめぐる様々な動

きが出てき始めています。中でも、国内（域内）の温室効果ガス排出削減のための政策の一つとして導

入する動きがあり、イギリスが先行して導入したことに続き、EU（欧州連合）が 2005 年から域内での

導入を決めたことは大きな注目に値します。 
 

 本レポートは、これらの動向を追いながら、温暖化対策としての排出量取引制度をどう考えるべきか、

また、日本が京都議定書の目標を達成するための手段としてどう考えるべきなのか、さらにその際には

炭素税等の他の政策措置との関連をどう考えるのかなどについて、気候ネットワークが 1 年間行ってき

た研究を踏まえて取りまとめたものです。とはいえ、排出量取引制度を巡る情勢は現在進行形で変化し

ていることに加え、我々の限りある研究の範囲での取りまとめであるために、十分検討が尽くされてい

ない部分もあります。それでも、現時点での整理と問題指摘として、関係者の皆様のご参考になれば幸

いです。 
 

本報告書の作成とその基礎となる研究活動は日立環境財団の「環境 NPO 助成」をいただいて行って

います。この場を借りてご支援に厚く御礼を申し上げます。 
 
 

気候ネットワーク 
代表 浅岡美恵 
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１．排出量取引制度とは 
 
 排出量取引とは、ある排出量の削減目標を達成す

るために、各排出源の間で排出量を取引する仕組み

である。同じ量を削減するにしても、削減の容易な

（削減を安く実行できる）工場などで多くの削減を

行い、取引することによって排出削減のための社会

全体のコストを小さくすることができると考えられ

ている。 
アメリカは、削減コストの低減を主目的にして二

酸化硫黄（SO2）の排出量取引制度を国内で実施し

てきた経験から、京都議定書に排出量取引を盛り込

む議論を率先して展開してきた経緯がある。 
 
 
２．京都議定書で合意された排出量取引制度 
 
(1) 京都メカニズム 
京都議定書は、先進国が数値目標を達成する手段

として、国内での対策以外に、他国で温暖化防止プ

ロジェクトを実施する「共同実施（JI）」・「クリーン

開発メカニズム（CDM）」や、国際的な「排出量取

引」の利用を認めている。これらは総称して「京都

メカニズム」と呼ばれている。京都メカニズムは、

議定書交渉において、安く柔軟に目標達成をする手

段としてアメリカが中心となって主張してきたもの

である。 
 京都議定書上での排出量取引に参加できるのは先

進国（附属書 B 国）のみとされている。また、京都

メカニズムに依存しすぎれば国内削減を先送りする

可能性があるため、2001 年のマラケシュ合意では、

「京都メカニズムの利用は国内対策に対して補完的

であり、国内対策が各国の努力の重要な要素を構成

しなければならない」ことが明記されている。 
京都メカニズムの 3 つの仕組みはそれぞれに独立

したものでありつつも、国内で算出する割当量

（AAUs・RMUs）のみならず共同実施（JI）・クリ

ーン開発メカニズム（CDM）を通じて発生したクレ

ジット（ERUs・CERs）は排出量取引制度を通じて

売買することができることになっている。これによ

り、諸外国で行った事業などによって生じた削減分

が国際市場によって売買されることになると考えら

れている。 
しかし、この排出量取引制度が、温暖化対策の切

り札かのように語られることは必ずしも適切とは言

えない。国際排出量取引の動機付けとなる先進国の

京都議定書削減目標は決して高いものとは言えず、

また抜け穴もあるからだ（後述）。さらに、諸外国で

実施される削減事業が本当に削減を生みだす事業で

あるのか否かについても、削減量の水増しや過大見

積り等による信頼性のないクレジットを発生させか

ねない問題のある共同実施や CDM 事業案件が出て

くる恐れも小さくない。そうなれば、CO2 の売買は

活発に行われていても、実際の削減とは結びつかな

いこともありえる。取引制度が、紙の上の数字だけ

でなく実際に CO2 削減と結びつくかどうかは制度

設計次第と言わなくてはならない。 
 
(2) 排出量取引とホットエア問題 
 京都議定書における国際排出量取引は 2008 年か

らスタートする予定だが、国内と異なり厳しい罰則

を課すことが難しい国際間での取引がどのように機

能するかはこれからの課題である。先進国は、自国

で温室効果ガスの排出量を削減することが難しく、

対策にかかるコストを低く抑えたい場合にこの仕組

みを通じて他国の割当量の一部を購入すると考えら

れるが、これが国内削減努力を緩めてしまう側面を

持つことは常々問題視されるところである。 
 さらに京都議定書では旧ソ連・東欧諸国の数値目

標が実態に比べてとても甘いものとなっているため、

最初から売却することができる（余った）割当量を

有している、いわゆる「ホットエア問題」がある。

（図 1） 
 西側の先進国がホットエアを買ってくる行動に走

れば、新たな削減を促すことなく、国内削減が緩め

られることとなるため、環境 NGO はホットエアを

買ってくることを目標達成に利用することに反対し

ている。 
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３．温暖化対策として導入された諸外国の排

出量取引制度 
 
(1) イギリスの排出量取引制度（UKETS） 
①制度導入の背景 
イギリスは 2000 年 11 月、気候変動税と気候変動

協定を柱に据えた気候変動プログラムを発表し、

2002 年 1 月には協定参加者の目標達成の一手段と

して排出量取引制度を導入した。 
温室効果ガス排出削減策として主要な産業を対象

に排出量取引を実施した例としては、欧州の中でも

最初のケースである。イギリスでは 2001 年時点で

温室効果ガス排出量を基準年から 12%削減してお

り1、京都議定書の数値目標（12.5％削減）をほぼ達

成していることもあり、排出量取引制度導入の目的

は、京都議定書の目標達成のみならず長期的な温暖

化対策の視点に立っている。すなわち本制度は、地

球温暖化防止に取り組むには削減目標を段階的に強

化していくことが必要との考えに立ち、これからの

大きな削減の第一歩として排出削減に何らかの価値

を与えるためであったとい

う。 

                                                   

                                                  

1 欧州委員会ホームページより 
http://europa.eu.int/comm/environment/docum/0702_en.ht
m 

 排出量取引制度に至った

背景には、労働党政権が気

候変動税の導入を公約の一

つとして掲げその実現に動

き出したことにあった。経

済界はこれに反対しながら

も、ある程度の温暖化対策

が必要なことは認め、その

結果、イギリスの経団連に

排出量取引検討グループが

でき、排出量取引制度の方

が税より柔軟性が高く、競

争力を守ることができると

提案した。 

図 1 1990～2000 年の温室効果ガス排出量のトレンド 
（例）旧ソ連・東欧諸国の経済移行国（EITs）における数値目標は基準年比 0～
－8％であるが、排出量は既に EITs 全体で 37％も減っており、目標値に対して大

幅な余剰が出ると考えられている。（FCCC/SBI/2003/7 より） 
（◆附属書Ⅰ国、■経済移行国、▲附属書Ⅱ国）

 

英国と日本の違いは、産

業界が、排出量取引制度の導入を気候変動税の代替

措置として支持したことにある2。 
 
②制度の概要（表 1） 
気候変動税は、家庭部門と一部の例外を除く全て

を対象に、エネルギー（電力・ガス・石炭・LPG）

に課税するものである。国際競争力の観点から、気

候変動協定を結びその目標を達成した部門に対して

は、気候変動税の税率を 80％軽減する措置を取った。

協定への参加は自主的なものであり、脱退も可能だ

が、その際には税の軽減は受けられない。 
協定の対象はエネルギー多消費部門で、主に、大

臣と業界団体の協定、大臣と個別企業の協定、の 2
段階協定を結ぶ方法が取られ、目標には、CO2 もし

くはエネルギーの絶対量目標か原単位目標のいずれ

かを選ぶ3。目標設定には、ETSU（エネルギー技術

支援ユニット）が所持する 2010 年のエネルギー効

率化シナリオが基礎になっている。 
排出量取引制度は、この気候変動税と気候変動協

 
2 英国大使館ジョン・マートン氏へのヒアリングによる説明

を参考にしている。 
3 2008 年からは絶対量目標へ移行することを明らかにして

いる。 
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定との組み合わせとして導入されている。協定参加

者の場合は、協定の目標達成のために排出量取引を

利用できる。また協定に参加していなくても、絶対

量の排出削減目標に合意した企業は取引に参加し、

目標達成の結果として報奨金が支払われる仕組みも

用意され、後者の目標設定には、オークションが採

用されている。（制度の詳細と 1 年間の結果は補足

資料 1を参照のこと） 
 
③特徴（長所・短所） 
・ポリシーミックス 
「気候変動税」＋「協定」＋「排出量取引」のポ

リシーミックスの一例であり、複雑すぎるとも言わ

れるが、日本の研究者等からも大きな関心が寄せら

れている。電力会社や石油会社などだけを対象とす

る上流の対策ではなく、下流を対象にした制度とな

っており、電力会社は対象外となっている。対象範

囲やポリシーミックスの形、初期割当、対象ガスな

どの内容についてのみならず、先行して早期に制度

導入を実現することにみられる政策決定のあり方等、

参考にできる点は大きい。 
・協定の目標設定 
 ほとんどの業界・企業が、協定の目標を原単位目

標で設定した。また目標設定には最良の技術という

基準を用いられており、業界間の公平性を確保する

ことよりも削減を進めることが重視されている。 
・直接参加者の目標設定 
 協定参加者ではなくても、取引に直接参加できる

方法があるが、その場合は、企業が「価格低下オー

クション」という方法で削減量と価格を下げながら

入札する方式が採用されている。目標を達成すれば

報奨金が得られるため、直接参加者の排出枠は補助

金を出すだけのようにも見え、削減に一定程度努力

した協定参加者の排出枠と一緒に扱われることに問

題があるように思われる。また、一定の削減量が担

保されないという問題をかかえている。しかし、政

府にとってオークションは、追加的な削減量を担保

することより、将来に向けて政府が削減コストを知

るための実験の意味もあったと言われる4。 

                                                   
4 同上 

・政府の情報把握 
 本制度は、企業設備や効率などについて政府があ

る程度情報を把握しており、そのことが協定の目標

設定において、業界の言い分だけに依存することな

く、ある程度の客観性を持たせることができたと考

えられる。同じことが日本で出来るかということに

ついては厳しく見極める必要があるところである。 
・EU の制度との連関 
イギリスが先行して制度を導入したことには、

EU の制度設計に対して影響力を及ぼすためという

意図もあったとされる。しかし、後述の 2005 年か

らの EU の排出量取引制度は、UKETS とは基本的

部分で異なり、イギリスの制度の大きな変更を強い

るものとなっている。それだけに調整後のイギリス

の対応は注目される。現在イギリスは、EU レベル

の排出量取引制度の準備の中で、協定参加者が EU
制度に参加しないオプションも用意している。 
 
(2) EU の排出量取引制度（EUETS）(表 1) 
①制度導入の背景 
 EU（欧州連合）の排出量取引制度は、2000 年に

スタートした「欧州気候変動プログラム」の一環と

して議論が始まり、2000 年 3 月に欧州委員会がま

とめた EU 域内温室効果ガス排出量取引制度に関す

るグリーンペーパーがその第一歩となった。それま

では排出量取引制度の実施経験がなく、日本と同様

の立場にあった EU が、排出量取引制度を費用効果

的な制度として受け止めて導入へ踏み切り、着実に

その準備を進めていることは注目に値する。EU の

環境 NGO も、総量削減を目指す EU の制度を支持

してきている。 

 最終的には、欧州議会において一部改正があった

ものの、欧州委員会の基本方針通りの制度として、

予定通りの日程である 2003 年 7 月に欧州議会の承

認を得て、7 月 22 日に欧州閣僚理事会で採択された。

これにより、2005 年から始まる排出量取引制度は欧

州レベルの温暖化対策の主要政策となる。 
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  7

（補足資料１）イギリスの制度について （第 5 回排出量取引研究会資料より） 
 
●気候変動協定（CCA）について 
【目標設定方法】 
 ETSU（エネルギー技術支援ユニット）の所有している 2010 年のエネルギー効率化シナリオを基礎に、ETSU がア

ドバイスし、データがないところについてはアンケートや現地調査等によってデータを収集し、目標設定の個別交渉を

行った。各部門は、1990～2000 年の間のいずれかの年を基準年に選択し、基準年比で何％改善できるかを定めている

（多くの部門は 98・99 年頃を選択、データがある部門は 90 年などを選択）。また、2010 年の目標に加え、2 年ごとに

1 年間のマイルストーン目標を設定（毎年ではなく、隔年目標））。 
 
【目標の妥当性】 
協定に参加した 44 業種の個別目標について、ETSU はアセスメントも行っている。その結果、CCA の目標は、政府

の BAU シナリオと ACE シナリオ（省エネポテンシャル）のギャップを 60％縮めるものであると評価している。 
 
【1回目のマイルストーン目標達成の結果】 

2003年4月発表の結果では、参加者の88％が目標達成し、2003年4月から2年間の気候変動税が80％減税される。 
＜内訳＞ 44セクターのうち22が全体として目標達成 

5,042目標ユニットが達成 ／ 164目標ユニットが脱退 ／ 219目標ユニットが不達成 
317 目標ユニットがマイルストーン目標期間にデータ提出をせず、協定終了する。 
全体で88％目標達成 

絶対値目標の結果、2002 年は基準年比で 221PJ のエネルギー消費の削減になり、原単位目標では、総量で 171 PJ
のエネルギー消費削減になったとされ、目標達成のための取引は、1,026 目標部門が 578,000 排出枠（4Mt－CO2 相

当）を購入した。 
 
●直接参加者のオークションについて 
・基準排出量の設定（過去 3 年（1998～2000）の排出量から認定） 
オークション；報奨金総額（2 億 15000 ポンド）を決めてオークションを実施。競売人が価格を発表し、入札者が量

を提示。価格を下げながら繰り返し実施し、量と総価格が一致したところで決定する方法（価格低下オークション）。

最初は入札者が高い価格で入札し、総額を超えてしまうが、値段が下がっていくと削減量も減っていき、やがて補助金

の総額におさまり、その時点で入札終了となる。最終的に示した量が削減量になる。この方法では削減量を担保するこ

とは難しく、実際、1 回目の入札と最後の入札では削減量がほぼ同じだった。つまり最初から、確実に減らせる量に高

値の補助金を得ようとしたことがわかる。 
 
●ゲートウェイの機能について 
 ゲートウェイは、原単位部門から絶対量部門への排出枠の移転が行われないことを保証する。具体的には、原単位部

門に出入りする累積移転を計算し、原単位部門に正味流入があった場合のみ、原単位部門から絶対量部門に移転が出来

る。 
 
●1 年間の排出量取引の結果 
（直接参加者）オークション落札者 34 のうち 2 企業が脱退（両社とも小規模参加者）。残った直接参加者 32 のうち 31
が年間目標達成。報奨金が支払われ、翌年 2003 年の割当が行われる。 
（協定参加者）調停期間終了後、参加者の 88％が目標達成。5000 の協定参加者のうち 866 団体（企業）が取引を利用。

1,026 目標部門が 578,000 排出枠（4Mt－CO2 相当）を購入した。 
ゲートウェイは開始時から開いている。（絶対量部門から原単位部門への排出量の正味流入が常にあったことにな

る）。取引はトータルで2002年4月～12月までの間に364単位、2003年3月までの調停期間までに1637単位が行われた。

 
（参考：DEFRA “Commentary on preliminary 1st year results and 2002 transaction log” 12 May 2003）

http://www.defra.gov.uk/environment/ccl/analyses.htm  

http://www.defra.gov.uk/environment/ccl/analyses.htm


表 1 UKETS と EUETS の制度（比較整理）  

 UKETS EUETS 備考 

導
入
目
的 

税と協定のポリシーミックスで

柔軟性を高めるため導入。将来

の大幅削減も視野にした制度

（議定書目標は既に達成）。EU
制度を先導する意図もあり。 

EU 全体で京都議定書の目標を費

用効果的に達成するの手段の一つ

として導入。 

目的・仕組みはやや異なって

いるが温暖化防止政策という

意味では同じ 

導
入
時
期 

2002 年 4 月導入 
第 1 期：2004～2006 年（ただし、

2005 年からは EU 制度に参加） 

2005 年導入予定 
第 1 期：2005～2007 年 
第 2 期：2008 年～ 

2005 年から EU 制度が始まる

ことに備え、UK 制度でもその

調整が進んでいる 

対
象 ガ

ス 

第 1 期から 6 ガス 第 1 期：CO2 のみ 
第 2 期：6 ガス（条件が整えば） 

６ガスにするには現状では不

確実性の問題等が大きい。 

対
象
業
種 

 

協定参加者：エネルギー多消費

産業・業務を広く対象。 
電力：電力会社は対象外。電力

は下流で対象に。（燃料転換は、

「再生可能エネルギー購入義務

（Renewable Obligation）」で

2010 年の電力の 10％を再生可

能エネルギーで供給する目標で

対応しているという整理がなさ

れている） 

一定規模以上の素材系製造業

（IPPC 指令対象事業所＋α、

4000～5000 事業所となり EU の

CO2 排出量全体の 46％を占める） 
電力：上流で電力会社も対象。 
化学部門：除外（対象事業所が多

く行政コストがかかるのに対し、

CO2 排出量は少ないため。） 
廃棄物部門：除外（CO2 排出量測

定が複雑だから） 

EU は大規模な素材系産業に

限定。電力会社を対象にして

いることにより、原発優遇に

なるという恐れもある。電力

の扱いは、炭素・エネルギー

税や再生可能エネルギー導入

義務などの政策が機能するか

どうかが、重要なポイントと

なる。 

目
標
設
定 

協定参加者：自主協定 
「CO2 排出量」か「エネルギー

消費量」で、「絶対量目標」か「原

単位目標」のいずれかの目標 
（過去の排出量を基準にグラン

ドファザリングで設定。ほとん

どが原単位目標を選択） 
直接参加…法的拘束力ある契約

＞絶対量目標 

絶対量で割当総量を決め、対象事

業所へ配分、義務化 
（割当方法は「国家割当計画」に

順ずる。国家割当計画は、第 1 期

は欧州指令の附属書Ⅲを参照に各

国が 2004 年 3 月末までに、第 2
期以降については期間開始の 18
ヶ月前までに策定） 
 

EU は義務化。UK は基本的に

自主的参加。ただし直接参加

者の目標達成には拘束力があ

る。原単位目標ではなく絶対

量のキャップ＆トレード制度

の導入に合意した EU 制度は

画期的といえるが、その質は

加盟国の割当計画次第であ

る。 

割
当
方
法 

協定参加者：個別交渉により自

主協定の目標を設定 
直接参加者：価格低下オークシ

ョン（排出削減レベルを入札） 

2004 年 3 月までに加盟国が第 1
期（2005～2007 年）の「国家割

当計画（NAP）」（割当総量・初期

割当方法）を決定。その際、議定

書の目標達成途上にあることを報

告する必要がある。 
第 1 期：無償割当が基本、5％まで

オークション可 
第 2 期：10％までオークション可 

UK 制度は、グランドファザリ

ング基本。 
EU 制度は、加盟国の割当計画

（NAP）の内容次第という側

面がある。第 1 期から 5％まで

オークションが利用できるよ

うになった点は、欧州議会に

よる修正点。 
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不
遵
守 

協定参加者：次の 2 年間、気候

変動税免税なし 
直接参加者：報奨金なし 

罰金＋不足分排出枠届出 
第 1 期：40 ユーロ ／t-CO2 
第 2 期：100 ユーロ／t-CO2 

罰金だけでなく、超過排出分

への対応（排出枠没収等）が

環境面からはより望ましい 

他
者
の 参

加 

OK OK NGO が排出枠を購入するこ

となどが可能。 

バ
ン
キ
ン
グ
・ 

ボ
ロ
ウ
イ
ン
グ 

バンキング可 
ボロウイング不可 

バンキング規定なし（2008 年から

は加盟国は限定された数量の排出

枠しか有しないため） 
ボロウイング不可 

 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

 

取引に参加しない協定参加者や

排出枠を買うだけの協定参加者

は、排出データについて独自に

報告・検証をするだけでよいが、

環境省（DEFRA）の監査あり。

排出枠を売りたい協定参加者の

み、排出データ等の検証を受け

る必要がある。 

欧州委員会が定めるモニタリング

と報告のガイドラインに基いて実

施される。各施設の管理者はガイ

ドラインに基いて毎年排出量を報

告する。 

EU のシステムが整えられつ

つあるが、どの程度しっかり

したものであるのか、詳細に

ついては、より深い分析がな

いと判断は難しい。 

関
連
施
策
と
の
調
整 

 

・税＋協定＋取引のミックス 
・電力供給者は「再生可能エネ

ルギー購入義務」の目標超過達

成分を排出量取引制度を通じて

売却できる。（逆に、排出量取引

のクレジットを再生可能エネル

ギー購入義務の目標達成に利用

することはできない） 
・ポリシーミックスの対象外で

ある家庭の省エネは、エネルギ

ー供給者が消費者の省エネ措置

を奨励援助する義務である省エ

ネ目標（EEC）で実施。供給者

同士の取引も検討中だが、家庭

排出ベースでの取引参加は出来

ない。 

・（CO2 等 GHG を含む）物質規

制をする IPPC（統合的汚染予防

管理）指令との調整 
－必要とされる情報の一部は重複

するため行政側の事務の統合可

能。 
－ IPPC で 「 Best Available 
Techniques」を通じて GHG 排出

規制が課されている対象が ETS
の対象になる場合は、IPPC を改

定（排出増加を可能にし、購入し

て目標達成する選択肢を与える。） 
 
・JI・CDM との関連付け指令を

準備中（2004 年 3 月現在）。対象

主体は割当目標達成に JI・CDM
からのクレジットも利用できるこ

とになっている。 
・EU レベルの環境税・エネルギ

ー税はほとんどインフレ率の調整

に止まる程度であるため、調整不

要。 

既存の施策との調整は不可

欠。 
EU は一番重なる部分の大き

い IPPC 規制と関係を重点的

に対応し改正も盛り込んでい

る。（IPPC 指令では CO2 を含

む温室効果ガスを汚染物質を

含んでおり排出規制を課して

いる場合があるが、EUETS で

はこれを改正している。ただ

し、地域での環境汚染が問題

になる場合はその限りではな

い。） 

（第 6 回排出量取引研究会資料を元に加筆） 
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②制度の概要 
 EU の排出量取引制度は、主

たるエネルギー産業と素材系製

造業の事業場（施設）を対象と

し、規模用件を設定している（表

2）。規模用件を見る限り、それ

なりの規模で広く対象になるよ

うに規定している。この規模用

件によって、4000～5000 の施

設が対象5となり、EU の 2010
年の CO2 排出量の約 46％をカ

バーすることになるとされてい

る。 
 第 1 フェーズを 2005～2007
年、第 2 フェーズを 2008 年か

らの京都議定書約束期間として

おり、第 1 フェーズでは CO2
のみ、第 2 フェーズでは条件が

整えば 6 ガスを対象にする。 
 排出量取引制度への参加は義

務であり、取引はキャップ＆トレード方式で行われ

る。制度の重要な点は、対象事業所への割当総量を

決定すること、またそれを各事業所へ配分すること

にあるが、それらについては、加盟国が 2004 年 3
月までに「国家割当計画」を策定しなければならな

い。 

） 

 排出枠の配分は、第 1 フェーズでは少なくとも

95％を無償とし、残りはオークションを選択できる。

第 2 フェーズでは、少なくとも 90％を無償としてい

る。 
 検証後に事業所の排出量が目標より超過していた

場合は、１CO2 トンあたり 40 ユーロ（第 1 フェー

ズ）、100 ユーロ（第 2 フェーズ）の罰金が課せられ

る。 
モニタリングと報告は、EU で合意された共通の

ルールに基づくこととされ、2004 年 1 月に欧州委

員会はそのガイドラインを決定している6。ガイドラ

（産業構造審議会

 

                                                   
5 IPPC の適用対象施設に関してであるが、排出量取引の適

用対象施設は IPPC の 50MW より広い 20MW であるため、

施設数は 10000 を超えると考えられている。 
6 欧州委員会のホームページより

 

表 2 活動のカテゴリー（対象範囲
インでは対象事業所が提出すべき各業種毎の排出量

の算定方法や、活動量などの報告すべきデータ、不

確実性への対応等について説明され、共通記入様式

が示されている。 

市場メカニズム専門委員会資料・附属書Ⅰの仮訳 2003.3.13）

                                                                                   
http://europa.eu.int/comm/environment/climat/pdf/c2004_
130_en.pdf 

 
③国家割当計画（NAP） 
加盟国が策定する「国家割当計画（National 

Allocation Plan）」は、EU の排出量取引制度の重要

な鍵を握っている。策定の期限となっている 2004
年 3 月末に加盟国がどのような計画をまとめるかが

ひとつの目安となる。 
国家割当計画の策定に先立って、オランダ経済省

が 2002 年 8 月に配分方法についての分析『CO2 排

出枠の初期配分：欧州排出量取引スキームでの排出

枠の分配』をまとめ、分配方法のオプションなどを

示し分析している7。 
また、欧州委員会は加盟国向けに、2004 年 1 月

 

7 オランダ経済省報告書のホームページ

http://www.ez.nl/beleid/home_ond/emissiehandel/docs/Allo
cation_EC_scheme_14_10_2.pdf 
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に策定の指針を取りまとめている8。指針では、国家

割当計画が、 
(1) 京都議定書の目標と一貫性があること 
(2) 排出実績と排出予測評価を反映し一貫したも

のであること 
(3) 対象となる活動の削減ポテンシャルと一貫性

があること 
(4) 他の法律と一貫性があること 
(5) 市民参加の確保 
(6) 対象施設のリストの掲載 

を義務的なクライテリアに掲げ、共通記入様式を示

している。 
 これまで（2004 年 3 月 15 日現在）に「国家割当

計画」（コンサルテーション中のものを含む）を発表

しているのは、イギリス・アイルランド・オランダ・

デンマーク・フィンランド・ラトヴィアとなってい

る9。そのうち英語で入手できるイギリス・アイルラ

ンド・デンマークについては、いずれも過去の排出

量を基本に割当総量と初期割当を設定することを基

本とした考え方を示している。 
 
④JI・CDM との関連付け 
京都議定書で認められた共同実施（JI）・クリーン

開発メカニズム（CDM）は、諸外国で温暖化防止事

業を行った場合にそのクレジットを目標達成に利用

できる仕組みである。欧州委員会は、EUETS と JI・
CDM 事業とを関連付ける指令案を提案しており、

2004 年 3 月現在において欧州議会で議論がなされ

ているところである。 
欧州委員会の指令案の目的は、EU 域内の排出量

取引制度と JI・CDM 事業を関連付けること、また、

補完性の考え方をまとめること、対象除外事業を明

確にすることなどであると考えられる。具体的には

次のような内容になっている。 
・EUETS と JI・CDM 事業の関連付け 
排出量取引制度の対象主体は、その義務を達成す

るために、その企業が諸外国で行う JI・CDM 事業

からのクレジットを充当することが可能になってい

る。 

                                                   

                                                  
8 欧州委員会ホームページより 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_083
0en01.pdf 
9 欧州委員会ホームページより 
http://europa.eu.int/comm/environment/climat/emission_p
lans.htm 

・補完性への対応10 
指令案では補完性を担保するための明確な制約を

課しておらず、加盟国に対して補完的であることの

情報を提出するよう求めるのと同時に、モニタリン

グを通じて、JI・CDM からのクレジットが加盟国

における対象主体の割当総量の 6％に至ったときに

自動的にレビューをすることにしている。 
・対象除外事業 
マラケシュ合意に規定されている通り、原子力関

連施設からのクレジットを利用しないことを規定。

さらに、吸収源活動からのクレジットは一時的に炭

素を貯蔵するだけであるとして事業対象から除外し

ている。 
 この指令案に対して EU の環境 NGO は、排出量

取引制度は EU の域内（加盟国内）での排出削減を

実施する政策とすべきであり、JI・CDM とのリン

ク付けにより域内の削減が弱められるとして、リン

ク付けに反対している（参考資料 1 参照）。 
 また、この関連付け指令案に対しては、全く別の

観点から日本政府が反対意見を示している11。指令

案には「JI をホストする加盟国は、ERUs（JI によ

って発生するクレジット）が、本指令の対象施設か

らの温室効果ガス削減のために発行されないように

することを確保する」という規定がダブルカウンテ

ィングを避けるために記されている。日本政府は本

規定により、「EUETS へ参加する東欧諸国の対象施

設が JI へのインセンティブを失ってしまう」、「日本

政府は JI が利用できるという状況下で批准を決め

ており、その状況を大きく変えるものは受け入れが

たい」としている。 
本規定に対しては、さらに別の立場から、JI を通

じて再生可能エネルギー事業を行おうすることへの

インセンティブが失われてしまうとの懸念も挙げら

れている。今後、指令案は、このような意見を踏ま

 
10 マラケシュ合意では京都メカニズムは国内対策に対して

補完的でなければならないとしている。 
11 Joint Implementation Quarterly, Vol.9-No.4 Dec.2003
より 
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えて、東欧諸国の JI の扱いに検討が加えられる可能

性があると考えられる。 
 
⑤拡大 EU やその他の国の参加 
 2004 年より EU に新たに 10 カ国の東欧諸国等が

加わる。EU は京都議定書で、現在の 15 カ国で目標

を共同達成することを決めている（EU バブルとい

う）が、EU 拡大後もこの規定に変化はない（EU
バブルが大きくなるということではない）。しかし、

EU 指令としての EUETS は、これらの新規加盟国

を含めて 25 カ国でスタートすることになる。さら

にそれ以外にもノルウェー、アイスランド、スイス、

リヒテンシュタインも EUETSに加わる意向を示し

ており、2008 年からの国内排出量取引制度創設を準

備しているカナダも EUETSとのリンクを検討して

いる。そうなれば、京都議定書の附属書B国のうち、

アメリカ・ロシア・オーストラリア・日本などを除

くほとんどの国が参加する制度となる。 
 
⑥京都議定書の国際排出量取引制度との関係 
 EUETS が、京都議定書上の排出量取引利用を認

められている附属書 B 国の多くを占めるとはいえ、

これは EU 域内の取引制度であり、EU として共同

で目標達成するための手段の一つとしての独自のル

ールである12。そのため、京都議定書上の国際的な

排出量取引制度と同一ではない。しかし、EUETS
には、他の京都議定書批准国の温室効果ガス排出量

取引制度とのリンクについても言及されており、今

後、カナダや日本など他の先進国の制度とのリンク

も視野に入れている。それが結果的に京都議定書の

取引制度を形作っていくと考えられないこともない。

日本がこれをどう捉え、対応していくかは大きな課

題である。 
 
⑦ホットエアとの接続 
 ホットエアを有する東欧諸国（ポーランド、ハン

ガリー等）の一部は、拡大 EU の中に含まれ、既に

EU 域内の排出量取引制度の一部となるため、ホッ

トエアを防ぐものになるのかどうかは、新たな加盟

国の国家割当計画の内容次第ということになる。 

                                                   
12 EUETS では取引される排出枠は「EAUs」として 
扱われる。 

一方、非 EU であるロシアやウクライナなどの有

するホットエアとの接続の可能性については、京都

議定書批准後にロシアやウクライナが国内排出量取

引制度を導入し、それと EUETS とがリンクされる

ことがあれば可能性は出てくると考えられる（表 3）。 
 
⑧特徴（長所・短所） 
・ 義務化 
先行したイギリスの排出量取引制度は自主的なも

のであり、目標設定も原単位目標と絶対量目標のい

ずれかを選択できるというものであったが、EU の

制度は、対象事業者の参加が義務付けられた絶対量

のキャップ＆トレード制度であり、よりしっかりし

たものであると言える。 
・ 大口排出主体を対象 
排出量の大きい大口の排出源を対象にしている。

これは現実的なアプローチだと言える。 
・対象主体への割当方法 
後述する通り、対象主体の総量をどのように定め、

どのように割り当てるのかが重要な課題である。グ

リーンペーパーにおいても対象主体と非対象主体の

割当をどう定めるべきかが課題として指摘されてい

る。また、対象主体間の割当方法も同様に大きな課

題である。 

国名（加盟予定年） 1990～2000年の
温室効果ガス排
出量の変化

京都議定書の数
値目標（基準年
比）

チェコ(2004年) -23% -8%
エストニア(2004年) -55% -8%
ラトヴィア(2004年) -66% -8%
リトアニア(2004年) -56% -8%
ハンガリー(2004年) -17% -6%
スロバキア(2004年) -33% -8%
スロベニア(2004年) 8% -8%
ポーランド(2004年) -32% -6%
キプロス(2004年) データなし なし
マルタ(2004年) データなし なし

トルコ(2004年交渉開始) データなし なし
ブルガリア(2007年) -51% -8%
ルーマニア(2007年) データなし -8%
ロシア -38% ±0%
ウクライナ データなし ±0%
クロアチア -30% -5%

新
た
な
E
U
加
盟
国

非
E
U

表 3 新たな EU 加盟国とホットエア 

（FCCC/SBI/2003/7 より作成）

 12



 
４．国内での動き 
  
(1) 国 
①環境省 
環境省は、2002 年度に後述の三重県の排出量取引

シミュレーションを支援しており、続く 2003 年度

には、企業の自主参加を得て、国内での排出量取引

を試行的に実施する「温室効果ガス排出量取引試行

事業」を行っている。環境省は、「規制」ではなく社

会全体でのコストを最小化する手法として排出量取

引制度に着目しているが、国内で実施経験がないこ

とから、本事業では、導入された場合の排出量の算

定・検証方法やクレジットの取引・移転に係る手法、

適切な目標設定の手法について知見を蓄積し、シス

テムのあり方を探求することを目的としている。 
 事業への参加方法には、企業ごとに自主削減目標

を設定するタイプⅠ（31 社が参加）、国内において

温室効果ガス排出削減プロジェクトを実施するタイ

プⅡ（11 社が参加）とがあり、仮想の取引市場を設

け、4 クール（1 クール 3 日）開設する。 
 タイプⅠの自主削減目標は、総量規定方式、原単

位規定方式、削減量規定方式の 3 種類から各企業が

選択できるものとなっている。2004 年 5 月に検証

機関から検証を受け、6 月には目標達成状況を確認

する予定になっている。タイプⅡのプロジェクトベ

ースの場合は、（実験用の仮の）PDD（プロジェク

ト設計書）を作成し、検証機関の有効化審査を受け

た上で国内の温室効果ガス削減事業を実施し、2004
年 4 月に排出量・削減量を算定、5 月に検証機関に

よる検証を受け、事務局から発行された仮想 CER
を一定量取引市場に売却する。タイプⅡは、後述の

経済産業省の試行事業と近似している。 
第 2 回目までの取引結果は右の通り。 

 なお環境省は、事業者が取組内容を自己把握し、

第三者の検証を受け、結果を広く公表することによ

り、信頼性、透明性を確保することが不可欠である

として、算定方法を記したガイドライン「事業者か

らの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン（試
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【第一取引期間の取引結果について】 
○参加企業 
タイプⅠ：31 社、タイプⅡ：5 社、トレーダー：5 社、

海外 CER 供給者：事務局 
○取引結果 
  約定（契約成立）件数：67 件 

排出枠等の取引数量：405,000t-CO2 
  環境省評価「取引は活発に行われており、順調な滑

り出しといえる。」 
 
【第二取引期間の取引結果について】 
○参加企業 
タイプⅠ：31 社、タイプⅡ：5 社、トレーダー：5 社、

海外 CER 供給者：事務局 
○取引結果 
  約定（契約成立）件数：69 件 

排出枠等の取引数量：808,774t-CO2 
  環境省評価「第 1 取引期間に引き続き、取引は活

発に行われている。」 
案）」13を 2003 年 7 月に取りまとめており、今回の

試行事業でも本ガイドラインに基づいて排出量など

を算定している。 

 

 本事業の経験を踏まえ、環境省は、2004 年に実施

されている政府の温暖化対策のパッケージである

「地球温暖化対策推進大綱」の見直しの結果や諸外

国における実施状況等を勘案して、必要があれば制

度立案について検討し、さらに本格的な排出量取引

の導入の是非、制度設計のあり方を判断する予定に

している。温暖化政策のひとつとして、近い将来に

キャップ＆トレード方式の国内排出量取引を導入す

ることを視野に入れた動きだと言え、現在動いてい

る大綱の見直しの中で、排出量取引を含む政策パッ

ケージをどのように描くのか、また、その際には、

炭素税（温暖化対策税）との調整をどのように取ろ

うとするのかが注目される。 
 
②経済産業省 
 経済産業省は 2003 年度、「クレジット取引・移転

試行事業」を実施している。京都メカニズムの活用

                                                   
13 環境省ホームページより 
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/santeiho/guide/index.
html 



のために、クレジットの保有、移

転、償却等を管理するための国別

登録簿の整備やクレジットの取得、

保有等に関する企業会計上、税務

上の取り扱いといった国内のイン

フラを整える必要があることから、

本事業はクレジットの安定的・円

滑な取引を行う際の前提となる国

内のインフラ整備の実証的な検討

を行うとともに、CDM、JI に関

する民間事業者の知見、経験を蓄

積するために行うとしている。 

表 4 クレジット取引・移転試行事業 採択事業者 
（経済産業省資料より）

 実は本事業は、2003 年度の予算

案策定時は、経団連自主行動計画

をベースに企業が自主的削減目標

を設定するという方法で排出量取

引実験事業を行うことが想定され

ており、深堀・前倒しして目標を

達成した企業には対策設備投資額

の 2 分の 1 を計上するというもの

であった。しかしその後、排出量

取引制度導入に否定的な経団連を

始めとする産業界から強い反対が

あったと見られ、上記のような、

国家登録簿等のインフラ整備の実

証的検討と知見蓄積事業に収まっ

たと考えられる。その後の説明で

は、「環境省が行っている取引の実

験事業とは性格が異なる」として

いる。 
事業では、国内で 29 件（うち 8

件は補助金ありのカテゴリー1、
21 件は補助金なしのカテゴリー

2）の温室効果ガス排出削減事業

を実施し、それらの事業を仮想的

に CDM 事業とみなして PDD（プ

ロジェクト設計書）の作成、第三

者認証機関による有効化作業を実

施し、その結果を基にしてクレジ

ット（仮 CER）を発行し、事業者
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間で取引・移転することとなっている。事業と採択

者一覧は表 4 の通り14。 
経済産業省の説明では、2004 年 3 月までに本事

業をほぼ終了したが、取引自体には意味がなく、国

家登録簿システム等についての必要な考察はできた

としており、国内排出量取引制度との関連性がない

ことを強調している。 
 

（国の動向の評価分析） 
 上記の通り、環境省が国内排出量取引の試行事業

を実施していることが現在の唯一の動きであるが、

これも知見の蓄積が目的であり、その後に制度とし

て導入することを決定しているものではない。さら

に経済産業省は、実験も試みられなければ制度導入

の具体的な動きも見られない。こうした動きの鈍さ

の大きな要因は、産業界、特に業界団体が国内排出

量取引制度に強く反対しているためだと考えられる。

これについては後述の(3)で詳しく述べる。 
政府は、EU 域内の排出量取引制度を始めとする

諸外国の排出量取引制度に関して、それが日本にと

ってどのような影響を及ぼすのか強い関心を示して

いるが、国内の制度の検討には動き出していない。

そもそも、京都議定書の基準年排出量を確定する際

に発行される割当量（AAUs）をどのように分配す

るのかについての検討にも結論が出されていないた

め、国内排出量取引制度に止まらず、JI・CDM を

実施する企業が得たクレジットの扱い等、京都メカ

ニズムの実施体制も確立していない。政府は、民間

企業に対して、国内排出量取引制度の導入に向けた

心構えも京都メカニズムに参加するインセンティブ

も与えておらず、他の先進国に大きく遅れを取って

いるという印象は否めない。 
 
(2) 自治体 
国レベルだけではなく、排出量取引制度を巡る動

きや試みはいくつかの自治体にもある。 
 

                                                   
14 経済産業省報道発表「クレジット取引・移転試行事業の実

施について」（2003.12.1）より 
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004745/index.html 

①東京都 
 東京都は 2002 年、都の地球温暖化対策として「温

暖化阻止！東京作戦」と題して、5 つの政策提案を

発表した。その提案 1 に「オフィスなど大規模事業

所へ CO2 排出削減義務を導入」、そして提案 2 に

「CO2 削減証書市場の創設で風力発電や森林再生

を促進」を掲げた。提案 1 は、東京都の排出増加の

主要要因である業務部門の排出を抑えるためにオフ

ィス等の排出量を削減する必要性を認識し、その手

段として義務化を掲げ、提案 2 はそのアメの措置と

して、排出削減義務者へ排出量取引制度を認めると

いうものであった。ただし取引制度は、義務が課さ

れた排出事業者間のみの取引ではなく、森林吸収や

自然エネルギー開発等の事業者から供給される削減

（吸収）分を充てることのできる案となっており、

市場創設というよりは、削減義務者への「逃げ道」

とも見られる提案であった。 
しかし、この実現に向けて審議をしていた東京都

環境審議会が 2004 年 2 月にとりまとめた「東京都

における実効性ある温暖化対策について『中間のま

とめ』」では、「大規模事業所における CO2 排出削

減の推進の制度イメージ」において、当初案の削減

義務は弱められ、自主的な目標設定を指導・勧告す

る制度となったため、念頭に描かれていたキャップ

＆トレードの排出量取引制度の創設についての具体

化もなされていない。 
 
②三重県 
三重県は2002年度、①環境と経済の両立の実現、

②地域特性を生かした三重県からの提案、③企業の

現状を踏まえた国内排出量取引制設計への政策提言

を目的に、｢三重県型 CO2 排出量取引制度提案事業｣

を環境省の支援を得て実施した。 
 事業は、参加企業等を呼びかけ（県内 35 企業と

1NPO で、参加主体の CO2排出量合計は、県産業部

門全体の約 4 分の 1 に相当）、7 回の打ち合わせ会議

を実施した後、2003年 1月にシミュレーション（16、
17、30、31 日の 4 日間、5 つの制度試案）を実施し、

2003 年 3 月に結果を取りまとめた。シミュレーシ

ョンの結果と課題の概要は次の通り。 
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【試案】 
全試案共通・CO2 のみ、対象期間 2005～2012 年 
試案 1）絶対量目標、2001 年度実績－7.9％、 
試案 2）絶対量目標、過去の削減実績から一律－14％ 
試案３）絶対量 2001 年度実績－14%か原単位のいずれか 
試案 4）絶対量－7.9％、半分グランドファザリング、半分

オークション、試案 5）絶対量 2001 年度実績－19.9％ 
【シミュレーション結果】 
・ 工場・事業場の内部削減だけでは、基準年から 4～5％

の削減が限界である。 
・ 内部削減に加えて、｢排出削減要因｣（外部削減、県ク

レジット RDF 分）や、｢排出削減阻害要因｣（県クレ

ジット森林吸収分、過去の排出削減実績加味枠、環境

保全目的の CO2排出枠）を取り入れた場合は、参加企

業の削減目標の緩和につながり、市場全体での実際排

出量の削減は目標に及ばなかった。 
・ 試案によっては、罰金に引きずられ、取引価格がかな

り高めに推移した。原単位目標を設けた試案 3 では、

買い手が見つからず、価格が暴落した。 
・ 実効性（基準年排出量に対する実際排出量の増減率）、

経済性（支出総額）、検証可能性、公平性、理解容易性

の観点から 5 試案について比較検討すると、試案 2 の

バランスが比較的よく、排出削減が最も効率よい。 
【今後の課題と提案】 
・ 目標設定の際は、排出削減の実効性（排出量の増減率）

および排出量取引市場の機能性（市場の需給バランス

等）を考慮する。 
・ 基準年の選択の際には、公平性を保つため、過去の削

減努力等を考慮する。また、業種間の公平性を保つた

め、業種の実体を正確に把握し、実体に即した削減目

標を設定する。 
・ 化学物質管理や廃棄物対策など環境保全のために排出

される CO2は別途に考慮する。 
・ 内部削減を促進するために、企業にインセンティブを

与えるような施策を増やす。 
・ 自社のバウンダリ外での削減余地を、立証可能な限り

クレジットとして認める。 
・ 森林吸収および RDF 発電・再生可能エネルギー起源

をクレジットとして認める。ただし、森林吸収クレジ

ットの制度構築に際しては、京都議定書上の排出削減

義務を損なわないように留意する。 
・ 事業参加者を拡大し、民生部門・運輸部門も排出量取

引市場に関連づける。また、市場価格を安定させるた

め、先物取引市場等への市場拡大について議論する排

出量の算定・把握方法及び検証方法を早期に確立する。 

 
また、続く 2003 年度には、前年度の内容を踏ま

え、「環境と経済の両立の実現」と「地域特性を反映

した地域からの提案」を目的として、県内企業・団

体等と協働しながら、「地域提案型 CO2 排出量取引

制度検討事業」を実施している。基本的には、前年

度の継続事業であるが、積み残した課題を解決し、

削減努力が報われるシステムを構築することとして

いる。また、前年度は産業界が中心であったが、2003
年度は産業部門の企業の他、運輸部門の企業、市町

村、NPO や協同組合など、県内企業等約 20 社が参

加している。2003 年 9 月以降 7 回の検討会議が行

われ、策定した 6 つの「制度試案」の検証をするた

め、2004 年 2 月に 2 度の「CO2 排出量取引シミュ

レーション（CO2 の仮想売買）」が実施された。報

告書は 2004 年 3 月中にまとめられる予定である。 
 
③埼玉県 
 埼玉県では、「グリーン・トレード制度」として、 
企業が森林整備の費用の一部を負担した場合に、そ

の資金を県が CO2 吸収量に換算して「グリーン証

書」として発行し企業に交付する制度を創設すると

発表し、2003 年度には森林整備 1 ヘクタール当た

りの CO2 吸収量や証書発行の具体的な制度などを

検討し、2004 年度に実施するという予定を打ち出し

た。 
「グリーン・トレード制度」と銘打ってはいるも

のの、排出主体が削減を目的に排出量を取引する排

出量取引の仕組みとは異なり、埼玉県内の森林整備

費用への民間の投資を促すインセンティブとしての

アイディアのひとつだと考えられる。 
しかし、制度を検討中に様々な論点が浮上し、そ

の後の導入への動きは鈍っている。2003 年秋からは

研究会を立ち上げて関連調査を行っており、報告書

のとりまとめが 2004 年 4 月に予定されている。結

論としては、現時点での制度化は難しいという判断

をしており、今後の展開は、国の動向を見極めてか

らになる模様である。制度化が難しいと判断した理

由は、次のような点だという15。 

                                                   
15 埼玉県環境防災部環境推進課へのヒアリングより。 
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・制度そのものの問題 
当初、森林吸収源の活用を考えていたが、林野庁

の考え方では森林吸収量の所有権は国に帰属すると

いうことであり、所有権について問題がある。 
・実務的な問題 

国の動向が定まらないところで県独自にシステ

ムや市場をつくるのが困難。仮に県レベルで市場を

つくっても、範囲が狭いため活性化につながらず、

大きな負担の割には成果がないと予想され、費用対

効果がよくない。 
・事業者のアンケート結果 

アンケート調査から、本社が東京にあり工場が埼

玉にあるという事業者が多く本社の許可をとりに

くいこと、排出量取引の認知度が低いこと、国の制

度が出来た場合二重制度になってしまうため県独

自のシステムに抵抗があること等が明らかとなり、

事業者の協力が得にくいと判断した。 
 
④その他 
北海道下川町では、2001 年から排出量取引を検討

している。下川町の町営林は毎年約 4.5 万 t の CO2

を吸収しているとされ、当初はこれを海外の排出権

市場で売却し代金を林業対策に充てることを検討し

ていたが、断念している。その後は、情報収集や調

査研究を続けているほか、2003 年 6 月・12 月には

林野庁や環境省の人を招いて各地の森林所有市町村

と意見交換会を開き、持続可能な森林経営のための

財源確保となる手段を探っている段階である。 
岩手県宮古市でも、森林が吸収する CO2の排出量

取引を検討していることが 2003 年 6 月に報道され

ている。宮古市の森林の CO2 吸収機能は年間約 13
万 t に上るとされており、これを国内外の CO2排出

量取引市場で売却し、その利益を森林保全に充てる

システムを構築する狙いで、2003 年度内に報告書を

まとめる予定となっているが、その後の動きは明ら

かになっていない。 
 

（自治体の動向の評価分析） 
事例を見る限り、市場メカニズムを利用した排出

総量を削減するための手法としての排出量取引制度

創設というよりは、排出削減や森林吸収（特に後者）

の付加価値を高め、森林整備等を進めるために考案

された制度であることがわかる。東京都と三重県の

事例は、排出主体に対して割当をし、それを削減す

る排出量取引の試みであるが、森林整備等へのイン

センティブを織り込んでいる点ではやはり他の事例

と同様である。このような動きが出てきた背景とし

ては、次のような点が挙げられる。 
・ 「マラケシュ合意」において、森林整備による

吸収源の利用が認められ、日本は他国に譲歩を

強い、特別に大きな吸収枠を得た。その量は、

森林整備によって人為的に吸収分が増加したも

のだけでなく、そもそも既存の森林が吸収して

いる分すべてが含まれるため、森林を所有する

自治体は、森林が蓄積する吸収分がそのまま貨

幣価値となって売買できる仕組みが出来たと解

釈してしまった。 
・ 日本では、木材輸入自由化で国産木材が競争力

を失って林業が弱体化しており、自治体も荒れ

た森林を管理する財政基盤が脆弱である。自治

体は、京都議定書で温暖化防止の観点から森林

吸収に着目されたことを利用して資金繰りに活

用しようとしている。 
これらの動きは、日本の荒廃した森林を活用し保

全していくために森林整備活動へのインセンティブ

を高めたいという思いであり、それ自体には問題は

ない。むしろ、日本の森林資源を十分活用し森を再

生させていくために必要な資金・人材を確保してい

くことは緊急で重要な課題である。ここでの問題は、

森林が存在するだけで CO2 吸収の貨幣価値が生じ

るという誤解、またそれを利用することにより本来

必要な排出削減努力が緩められる抜け穴となること

への認識不足にあると言える。ただしこれは吸収源

を巡る国内の問題に起因するものであり、排出枠の

所有権（国が排出主体へ割り振るのか、森林所有者

が吸収枠を所有できるのか等）の政府方針が未だ決

まらないことによる混乱だともいえよう。 
 下記に自治体の排出量取引制度に関する整理を行

う。また、補足資料 2 では自治体における排出量取

引制度の導入の論点をまとめる。 
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（補足資料２）自治体における排出量取引制度導入の論点（第 8 回排出量取引研究会資料より） 
 
１．制度導入のインセンティブ・メリット 
 ・自治体内での排出削減を費用効果的に実施する。 
・総量を確実に削減する。 

 ・自治体レベルでの排出量の把握が進む 
 ・主体的な削減行動が進む 
 ・比較的小さな経済圏で取引の管理が容易 
 ・他の自治体や域外の主体にクレジットが売れ財源になる可能性がある（リンクした場合）  
 
２．国の取引制度との整合性 
（１）国の取引制度がない場合 

・独自導入容易、整合性をとる必要なし。 
（２）国の取引制度がある場合 

・対象事業所が重複する可能性。二重実施は難しいか。 
・ただし都道府県一斉の自治体排出量取引＝国の取引制度という制度設計もありうる 

 
３．国際制度との整合性 
（１）国のアカウント（AAU）を自治体・企業・事業所に割り当てる場合 

    ・自治体もしくは事業所への割当がある場合、京都メカニズムの国際排出量取引での売買は可能 

（２）国のアカウントの割当がない場合 

・自治体域内で発生したクレジットと京都議定書の AAU との交換可能性を持たせられないのではないか。 

・京都議定書上の排出量取引制度以外の取引制度とのリンクは可能 

 
４．対象事業所の範囲 
（１）自治体域内の工場・事業所（一定規模以上） 

 ・削減主体間のみの取引を認める場合、ダブルカウント等の問題は起こらない。  

（２）自治体域内の工場・事業所に加え自然エネルギー・森林整備・RDF発電事業者などからのクレジット利用も認め

る場合 

    ・域内の削減主体からの削減が緩められる→抜け穴（数値目標を大きくするための見せ掛けの手段） 

    ・クレジットのダブルカウントの問題（吸収源の場合） 

    ・森林吸収源・森林整備固有の問題が発生（モニタリング精度・追加的吸収量の是非） 

  
５．他の取引制度とのリンク／国の遵守との関係 
（１）クレジットが実施企業・事業所に帰属する場合 
   ・企業所有のクレジットを他の取引制度に売却できる（他の自治体の取引制度とのリンクなど） 
   ・目標達成不足分を他の取引制度のクレジットから購入できる可能性 

・国の目標達成のためには、国の償却口座へ売却／譲渡する必要性がある。 
 
（２）クレジットが自治体に集約される場合 
   ・企業のクレジットを自治体が買い上げるのか企業が譲渡させるのかという問題がある 
   ・自治体のクレジット保有と国の償却口座との整理が必要 



（自体レベルの取引制度の整理） 
・ 自治体レベルの取引制度の実施は、地域の独自

性・主体性、地域企業の育成等の面で検討に値

するが、制度設計には難しい面も多い。 
・ 閉ざされた制度ならば、他との様々な調整が避

けられるが、仮に国レベルで排出量取引制度が

導入される場合、重複・調整は避けられない。 

・ 森林整備のクレジット利用は、そもそも正確な

測定が難しい上、増えていない吸収分が排出削

減すべき分に置き換えられる可能性が高く、望

ましくない。また、再生可能エネルギー等のク

レジット利用はプロジェクトベースでの排出枠

の移転となり、ダブルカウントの危険性が伴う。 

・ 発生したクレジットの扱いの決定が不可欠であ

る。域内事業所と自治体間での扱い、自治体と

国の間での扱い、域内事業所と国の間での扱い、

さらに域内事業所と同企業の他事業所との扱い

もある。これらの決め方次第で、クレジットは、

国の目標達成のための国の償却口座には使われ

ず、他国・他地域に流出する可能性もあり、遵

守にも影響する。 
 
(3) 企業 
 排出量取引事業を含む京都メカニズムに関連して、

情報提供やコンサルテーションなどを行う企業、取

引を仲介するブローカー、さらに排出量を検証する

第三者認証機関としての監査法人等が、国内でもビ

ジネスとして活発化している。しかし、ここではそ

れらの動きは取り上げず、企業が自らの削減手法と

して排出量取引もしくはそれに類似した仕組みの導

入を実施・検討している事例をいくつか紹介する。 
 
①日立グループ 
 日立製作所は、2001 年 12 月 27 日、「日立グルー

プ内で排出量取引制度を導入－地球温暖化防止に向

けた CO2 排出量の削減活動を加速－」を発表した。

その仕組みは、グループの CO2 排出量の 8 割を占

める約 100 事業所を対象に、各事業所内で使用した

エネルギー（電力・燃料）由来の CO2 排出量が目

標値を達成した事業所は売り側、未達成の事業所は

買い側となって取引を行うもので、2002 年 4 月か

ら 2 年間のシミュレーションを経て、2004 年 4 月

に本格導入する予定だった。 
 しかし、実際には、グループ内で金銭のやりとり

をすることは、税務処理上困難である等の理由によ

り、グループ内で排出削減ランキングをつけるにと

どまり、実質的に取引制度導入には動いていない。 
 
②コニカ 
コニカでは、CO2 排出量社内取引の計画をたてて

おり、2003 年度の『コニカ環境・社会報告書』にそ

の紹介がなされている。工場で使用するエネルギー

からの CO2 排出量および製品ライフサイクルでの

CO2 排出量をキャップ＆トレードで取引するしく

みであり、1990 年比 6％減を総排出枠として事業会

社に配分し、排出枠と実際の排出量の差を金額換算

して売買する（価格はコニカグループの CO2 削減

費用の平均値）。 
2003 年から実施する予定であったが、2003 年 8

月のミノルタとの合併により、種々の調整が必要と

なったため遅れている。2005 年から（早ければ 2004
年下期から）実施を見込んでいる。 
 
③松下電器 
松下電器グループは 2003 年 7 月、独自方式によ

り社内排出量取引制度の試験運用を開始すると発表

した｡内容は、国内 125 製造事業場を対象として

CO2 排出枠を傘下の事業間で取引するというもの

である。グループは、2001 年に策定した行動計画「グ

リーンプラン 2010」に基づき、国内の CO2 排出量

を 2010 年度に 90 年度比 7％削減する事を目標に掲

げ、分社・関係会社ごとに取り組みを進めているが、

今後2010年までに大きなCO2排出量が予想されて

いる。CO2 排出に対する社内のコスト意識の高揚と、

省エネ対策の促進を実現するため､2002 年度からは

社内での排出量取引制度を検討し始め、実験的に仮

想取引などを行っていた。しかし、多くの課題が障

害となり、現在のところ本格的に動き出していない。

本格的な導入は早くても半年後（2004 年度中頃）に

なるという。 
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④コスモ石油 
コスモ石油の取り組みは、排出量取引制度とは異

なるが、それに類するものとして紹介する。 
コスモ石油は、2002 年、2003 年の 12 月に「CO2

フリーガソリン」と称するキャンペーンを実施した。

環境貢献事業への寄付機能の付いたクレジットカー

ド「エコ」会員を対象に、ガソリンから発生する CO2
を同社の所有する排出枠で相殺するというものであ

り、相殺に利用したのは同社が間接支援しているオ

ーストラリアのユーカリ植林（5100ha）の 1 年間の

吸収量 2 万 4000t-CO2 である。またキャンペーン

のほかに、ここで獲得した CO2 吸収分を 1 トン 500
円で小売りし、「二酸化炭素吸収証書」を発行し、ガ

ソリンから発生する CO2 を植林によって吸収する

ことで、地球規模で CO2 を増加させないというア

ピールを行っている。ただし獲得した排出枠は京都

議定書のルールに乗っ取って得たものではないため

クレジットとしては利用できず、単に企業のイメー

ジ向上のためとしている16。 
排出量取引制度とつながってはいないものの、森

林吸収分がクレジットとしてみなされ販売されてい

ることは、他の排出枠で自社の排出を補おうとする

排出量取引もしくは京都メカニズムの考え方を利用

しているといえる。しかし、どこかで植林すればガ

ソリンの環境負荷が正当化されるかのようなキャン

ペーンは、消費者に間違ったメッセージを与える危

険性が高い。特に、植林事業で吸収した吸収量はい

ずれ伐採等により排出されてしまうため、実際上、

ガソリンを使用することによる CO2 排出の代替に

はなりえない問題がある。さらに京都議定書を批准

していないオーストラリアから独自に購入した信頼

性のない吸収源のクレジットを利用することは、個

人や市場に誤解と混乱をもたらす恐れもある。こう

した取り組みが、“環境に良い行為”としてキャンペ

ーンで用いられること自体、企業イメージの悪化に

もつながりかねない要素をもっている。 

                                                                                                     
16 コスモ石油ホームページ 

http://www.cosmo-shopping.com/eco/co2.html 
 

 
⑤日本経団連・業界団体 
 日本経団連を始めとする業界団体は、今後も温暖

化対策は、現在実施している経団連環境自主行動計

画を尊重し、自主的な取り組みを基本とすべきとい

う主張を繰り返している。排出量取引制度について

は、京都メカニズムにおける国際的な排出量取引・

共同実施（JI）・クリーン開発メカニズム（CDM）

は費用効果的な手段であり積極的に進めるべきとい

う立場を取っているものの、国内排出量取引制度に

関しては、環境税（炭素税）と同様、経済界にとっ

ては不利な制度だと一貫して反対している。排出量

取引制度は市場メカニズムを利用した自由主義経済

を基礎とした制度であるということにはいまさら説

明の必要はないと思われるが、業界団体はこれを統

制経済的だと反対する。あえてそのような主張をす

る理由の背景には、企業・部門にキャップ&トレー

ドによる割当が課せられる可能性に強く反対するた

めだと考えられる。それを象徴する審議会での発言

を下記に引用する。 
 
・中西 宏幸氏（今田氏代理）・（社）日本化学工業協会

副会長 

「各企業に対して公表とか排出量の枠といった形にな

ると、どうしても元気のいい企業に対して非常に負担

がかかり、競争力のない企業は恩恵を受けるような不

合理なシステムになりかねない。そうならないように

制度を考えて欲しい」17 
 
・千速 晃氏（弘津氏代理）・（社）日本鉄鋼連盟会長 

「…部門ごとに目標を作ってそれを守らせるという発

想は望ましくない。（中略）…形は市場メカニズムを活

用しているように見えるが、実質的には計画経済的と

なり、経済にマイナスの影響を与えるようなメカニズ

ムは構築すべきではない」18 
 
（企業の動向の評価分析） 
 コスモ石油を除く 3 社はいずれも自社グループの

 
17 産業構造審議会環境部会第 7 回地球環境小委員会議事録

(2003.11.21)より 
18産業構造審議会環境部会第 8 回地球環境小委員会議事録

(2003.12.17)より 
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排出量を削減する手段として社内取引制度の導入の

検討を行ってきているが、既に日立グループは実施

を事実上取りやめており、コニカや松下電器は準備

段階ではあるもののそれぞれの理由で本格導入には

至っていない。諸外国では BP などがグループ内で

排出量取引制度を導入して既に削減実績をあげてい

ることもあり、社内での総量削減の取り組みのひと

つとしては有効な手段だと考えられるが、日本企業

ではその実現に至ったところはまだないようである。

これからの動向がどのように進んでいくか見守る必

要がある。 
 また日本経団連に代表される業界団体は、国内排

出量取引制度を、「計画経済的」と位置づけて他の規

制措置等と同様に反対している。しかし、前出のオ

ランダの経済省（2002）の EUETS の初期配分の分

析ペーパーでも「キャップ（上限総枠）とはある期

間にわたって参加する組織全体が使用可能な排出枠

の総量である。施設のレベルではキャップというも

のはない」と整理している通り、市場で購入した排

出枠によってカバーされる限りは割当量を超えた排

出をしてもよいのが取引制度の考え方である。「計画

経済的」「統制経済的」との理由で他の規制措置等と

同様に反対する真意をつかむのは難しいが、自主的

取り組み以外のいかなる新たな追加施策にも反対す

るという姿勢では一貫している。 
ただし、個別企業には、日本経団連等の業界団体

とは考えを異にする企業も多くあると考えられ、日

本のシステム作りの遅れが日本企業にとって国際的

に不利になるのではないかという企業関係者の懸念

の声も聞かれる。「急に言われても困るから。CO2
排出にコストがかかる日は、もう目の前。鉄道輸送

で、CO2 排出権取引時代の対策を。」というメッセ

ージを掲げて新聞一面広告でモーダルシフトを促す

日本貨物鉄道（JR 貨物）のように、既に排出量取

引導入への心構えをもつ企業もある19。 
また、EUETS などのセミナー等ではあふれるほ

どの企業関係者の参加があることからも、各企業の

関心は極めて高いといえる。 
 

                                                   
                                                  

19 日本経済新聞掲載の広告より（2004.3.10 付） 

５．これからの日本での制度化を考える 
 
 ここまで、先行事例としての諸外国の動向や、排

出量取引を巡る日本国内の動きを紹介してきた。こ

れらを踏まえつつ、本章では日本における国内排出

量制度導入について検討を加えたい。 
 
(1) 制度導入の際の論点とオプション 
経済学的な観点から言われるように、キャップ＆

トレード方式の排出量取引制度は、総量削減を担保

しつつ、それを費用効果的に達成しうる手段として

有効なものだと考えられる。理論的には、温室効果

ガスの排出総量を減らすことが要請されている地球

温暖化問題へ対応すべき手段として有効なものの一

つであると考えてよい。 
しかし、他のいかなる制度でも同様であるが、現

実社会において、それが有効に機能する条件を整え

られなければその効果を発揮することは難しい。特

に京都議定書に盛り込まれた排出量取引制度は、各

国の数値目標の設定においてロシア・東欧諸国の大

量のホットエアを認めるものであり、それを購入す

ることによる取引制度は、何ら追加的な温暖化対策

にならないに等しいため、環境 NGO は強く反対し

てきた経緯がある。 
現在議論されている国内の排出量取引制度も、国

際的な排出量取引とつながれば抜け穴となる可能性

が高く、実質的な削減効果が大きく失われる恐れが

ある。 
このような現状を踏まえ、慎重な立場をとりなが

ら、費用効果的な排出削減手法として国内排出量取

引制度を導入していくことについて考えてみる。た

だし、具体的な制度設計の提案は、本研究の範囲を

超えるので差し控える。 
制度導入に際しては、2000 年 6 月に、環境省の

排出量取引に係る制度設計検討会が「我が国におけ

る国内排出量取引制度について」を取りまとめてお

り、国内における排出量取引制度の論点とそのオプ

ションをわかりやすく整理しており参考になる20。

 
20 環境省ホームページより

http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=1514 
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そこでは次の事項について論点と

オプションをまとめている（表 5）。 
・ 対象範囲（ガス・交付対象主

体） 
・ 排出枠の交付方法及び発行量 
・ 排出枠交付方法による経済へ

の影響 
・ 排出枠の取引方法 
・ 国内排出量取引制度の確実性

の担保方法（モニタリング・

トラッキング・マッチング） 
・ 排出超過時等の措置 
・ 京都メカニズムとの関係 
・ 自主的取組における排出量取

引の活用について 
また国内排出量取引制度の例と

して、①上流交付・オークション

型、②ハイブリッド交付・グランドファザリング型、

③下流一部交付・グランドファザリング型の 3 つの

制度例を紹介している。 

表 5 国内排出量取引制度における論点 
（環境省「我が国における国内排出量取引制度について」（2000 年 6 月）より）

 また、制度設計の中でも最も重要であり、かつ合

意が難しい対象主体への排出枠の初期割当の問題に

ついては、EU が排出量取引を導入するのにあたっ

て、加盟国と欧州委員会向けにまとめられた委託研

究レポートがある21。 
 このレポートでは、初期割当の方法の選択肢とし

て大きく 3 つにカテゴリーを分け、客観評価を行っ

ている。 
１） オークション 
 初期割当量をオークションで販売する方法 
２） グランドファザリング 
 過去の排出量等の情報に基づいて割当を行う。例

えば 1997～2000 年の排出量平均値など。 
３） アップデート 
 時間を経過する毎に更新された情報を利用する。

例えば 2005年の割当には 2004年の活動量を、2006
年には 2005 年の活動量を利用するなど。 
 
                                                   
21 欧州委員会ホームページより 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/alloca
tion.htm 

また２）、３）については、①インプットベース（燃

料投入量等）、②アウトプットベース（電力供給量等）、

③排出量ベース（CO2 排出量等）の選択等、さらに

追加的な選択肢が多数あるとしている。そしてこれ

らを、複数の指標で比較評価しているのが図 2 であ

る。図を見るとわかる通り、様々な面での効率性

（efficiency）においても、分配（distributional）
においても、１のオークションの評価が相対的に高

くなっており、5 のアップデートの評価が最も厳し

くなっている。また、7 のグランドファザリングに

オークションが組み合わされる EUETSと近いタイ

プが全体的にバランスが取れたものとなっている。 
 
(2) 制度設計の主な論点についての考察 
① 対象主体…国内の排出主体全体、特に小口排出

者に本制度を適用するのには無理があるという

ことについては議論がないと見られる。 
② 上流・下流…排出源に排出削減枠の保有を義務

付ける下流が考えやすいが、最上流での排出量

取引を主張する意見もある。化石燃料の輸入業

者に輸入量に応じた排出量の保有を義務付ける

最上流型は、モニタリング費用を抑えながら排

出量のカバーが多いというメリットがあると考
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図 2 初期割当方法の比較（NERA 報告書 Executive Summary より） 
（※訳注。縦軸上より、１．オークション、２．グランドファザリング（排出量）、３．グランドファザリング（インプット）、

４．グランドファザリング（生産）、５．アップデート、６．グランドファザリング（直接・間接排出）、７．グランドファザリ

ング＋オークション、横軸左より、（遵守コスト、行政コスト、取引コスト、製品市場のゆがみ、税のゆがみ）、分配（セクター

の負担、失敗コスト、消費者・労働への影響、納税者への影響、早期対策への報酬。●が黒いほど良い。） 

えられ22、その効果は、上流で課税する炭素税と

極めて近い。 
③ 電力の扱い…上流・下流のどちらを対象にする

かについては、電力の扱いを直接排出でみるの

か、間接排出で見るのかの議論がある。電力を、

自家消費分のみでなく販売分も含めて対象にす

べきかどうかは、どちらが削減のインセンティ

ブがはたらき、効果的かの検討が他の政策との

関連も含め、必要である。上流配分の場合には、

発電設備の効率化、燃料転換などの強力なイン

センティブになるが省電力には結びつきにくい。

下流配分の場合には省電力には結びつきやすい

が石炭火力を抑えることはできない。EU 制度

は電力産業を取引制度の対象に加えたが、イギ

リスの制度は下流での対応で、除外している。

ただし、イギリスの制度では、電力会社に対し

て再生可能エネルギーの購入義務が課されてい

る。日本にも新エネルギー特措法により電気事

業者への新エネルギーの導入の割当義務がある

が、廃棄物発電等を含む上、目標が極端に低く、

十分な燃料転換のインセンティブにはなってい

ない。 

                                                   
22 新澤秀則氏（神戸商科大学）や西條辰義氏（大阪大学）

らは最上流取引を提案している。 

④ 対象業種…素材系製造業を対象にすることにつ

いてはあまり議論の余地がない。逆に、農林水

産業・小口業務・家庭を対象にしないことも議

論の余地がないと考えられる。検討対象となる

のは、機械産業などや大口の業務を対象にする

か否か、という点であろう。 
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⑤ 排出総量…参加主体とそうでない主体との目標

年排出量配分方法は、総量に関わる大変重要な

問題であり、他の排出源（運輸や家庭、小口排

出源等）の活動などと照らし合わせて考えなけ

ればならない。 
⑥ 参加主体間の配分方法…配分を排出主体間で差

異化をする場合には、公平な配分方法のための

指標が必要になる。例えば、グランドファザリ

ングで仮に割り振り、活動量予測等に応じて差

をつけるべきか等の検討が必要になる。EU 加

盟国は現在、「国家割当計画」でそれを決定する

重要な作業を行っている。 
 
(3) 制度導入に際しての基本原則 
 制度設計に関する文献等を参照に、国内排出量取

引制度の位置づけを「国レベルで導入する産業界の

排出削減手段」とした場合、導入に際して重要だと

考える基本原則を次のように整理した。 
 
【導入に際しての基本原則】 
○ 国内排出削減の目的のために制度設計され導入

されること 

○ 削減が確実で、インセンティブが働くこと 

○ 産業界の参加は義務化（協定化を含む）し、適

切なカバー率の主体を対象にすること 

○ BAU を大きく下回る適切なレベルの総量規制で

あること 

○ 絶対目標による各主体へのキャップ＆トレード

制度であること 

○ 公平な初期割当（自主的目標設定をそのまま割

当に認めることはありえない）であること 

○ 排出削減のみを対象（吸収源利用は認めない）

とすること 

○ 効果的な厳しい遵守措置（罰則）を有すること 

 
(4) 排出量取引制度導入に際しての課題 
 国内排出量取引制度を導入する際の課題がいくつ

かある。 

①事業所毎の排出量の把握・検証・公表システムの

確立 
排出量取引を導入するためには、対象主体の排出

量の把握・検証・届出・公表のシステムを確立する

ことが不可欠である23。しかし日本では、現時点で

事業者の CO2 等の温室効果ガス排出量の把握・届

出・検証・公表を行う仕組みが存在しない。排出量

取引制度の導入にはその整備が必要である。具体的

には地球温暖化対策推進法の大幅改正、既存の省エ

ネ法、もしくは PRTR 法の改正などによって、温室

効果ガスの排出量を届け出るしくみを整備すること

が考えられる。排出量の計算方法及び把握に関する

現行の制度については、参考資料 2 を参照にされた

い。 
 
②諸外国の制度とのリンク 
 国内において確実に削減効果を上げるためには、

前述の基本原則に示したように、国内の排出量取引

制度を国内企業の排出削減の取り組みに限定し、そ

のための手法として導入することが望ましいだろう。 
 しかし一方で、EU の排出量取引制度は他の京都

議定書批准国の制度とのリンクを想定にしたもので

もあり、後れて制度設計することになる日本国内の

排出量取引制度は、EU の排出量取引制度を視野に

入れた上で検討をせざるを得ない。 
参考までに、EU 型排出量取引制度と同じスキー

ムを日本へ導入した場合は次のようになる。 
 
■参考・EUETS の日本への導入の検討 
・EUETS の対象は電力などエネルギー転換部門全

体と、素材系４業種（電力配分前）。 
・日本に導入すると、鉄鋼業を全部入れてエネルギ

ー起源 CO2 の 55％、鉄鋼業の石炭分を全て除くと

44％分がカバーされる。 
・EU は電力会社を全て（自家消費だけでなく）対

象にする模様だが（このためにカバー率が大変高い）、

これについては日本で特に議論になると考えられる。 

                                                   
23 事業者の排出量の把握・公表システムは、排出量取引制

度に限らず、事業者の温暖化対策を進めるための基礎である。 
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・日本型24で電力会社そのものは対象にせず、電力

配分後のエネルギー転換部門全体（電力の自家消費

は含む）と素材系４業種を対象とすると、鉄鋼業を

全部入れてエネルギー起源 CO2 の 33％、鉄鋼業の

石炭分を全て除くと 21％分がカバーされるにすぎ

ない。 
 
(5) 他の制度とのポリシーミックス 
①日本の温暖化対策の現状 
 京都議定書の目標達成には、様々な政策措置を取

っていくことが必要である。日本では「地球温暖化

対策推進大綱（以下、「大綱」という）」という地球

温暖化対策とそのための100を超える施策のパッケ

ージがあるが、これについては、対策によって見込

まれている削減量自体に根拠がない、削減見込み量

を実現するための実効性のある政策措置が全く不十

分である等の理由によって、多方面からたびたび批

判を受けている。実際に、2001 年度の温室効果ガス

の排出量は基準年比で 5.2％増加しており、京都議

定書の 6％削減目標には遠く及ばない。 
 2004 年は、大綱をレビューする年に当たっており、

現行の取り組みの評価・見直し後の効果的な追加的

政策措置の導入が待ち望まれる。国内の排出量取引

制度も、その中で検討に値する政策のひとつと考え

ることが出来る。 
   
②ポリシーミックス 
 日本において温暖化対策におけるポリシーミック

スと言うと、大口排出源の一部が排出量取引制度を

選べる（あるいは部門によって政策を分けて大口は

取引を導入し税は免除、小口は炭素税をかける）し

くみなどが一般的に考えられているようである25。

そのため、イギリス型の政策パッケージを連想する

人は少なくない。 
 イギリス型のポリシーミックスは、産業界の排出

削減のための政策の組み合わせであり、気候変動税

というムチの政策に対して、協定締結よる減税・排

出量取引制度・補助金というアメという両方のアプ

ローチで削減インセンティブを与えるものである。

日本のポリシーミックスを考える際にも参考になる。 

                                                   
24  条約への報告をはじめ、欧米では電力起源の CO2 は発

電所の排出として明記するのが普通だが、日本では電力起源

の CO2 を電力消費部門に分配する統計を多用している。 
25 他方、「ポリシーミックス」は、同一排出源への政策の組

み合わせというよりも、温暖化対策として取るべき様々な政

策（交通政策・環境ラベリング、建築規制等）を総合して使

われることもある。 

 
③炭素税と排出量取引 
 日本では現在、炭素税（環境省は「温暖化対策税」

という呼び方をしている）の導入議論が起こってい

る。炭素税は、化石燃料価格を高くすることによる

価格インセンティブをきかせ、あらゆる主体の排出

削減を促すしくみとして極めて有効な手段であると

考えられる。炭素税は、日本が京都議定書を守るた

めの手段としてのみならず、環境面からの税制改革

に取り組み、また温暖化防止型の経済社会を実現す

るためにも不可欠な手段であり、早期に導入するこ

とが必要であると考える。大綱に基づく温暖化対策

が極めて不十分な現状では、炭素税の導入議論が大

いに高まることが期待される。 
 日本においては、炭素税導入を実現することを前

提に、排出量取引制度は、その上で導入する施策と

して検討するのが適切かもしれない。 
 
「環境・持続社会」研究センター（JACSES）や

気候ネットワークなどを中心に構成する市民グルー

プ「炭素税研究会」では、炭素税の制度設計に関す

る市民案を提案している。同提案では、価格インセ

ンティブ効果のある比較的高い税率をかけつつ、国

際競争力への対応と激変緩和措置として産業界への

減免措置を盛り込んでいる。ただし、減免をする際

には、課税による価格インセンティブで削減するこ

とに代えて、自らの努力で削減することを約束する

協定を結ぶという条件を課している。同提案ではこ

れ以上の詳細には踏み込んではいないが、減免を受

ける企業がさらに協定の目標達成を柔軟にするため

の排出量取引を導入するという制度設計は考えられ

る政策措置であろう。 
 

 いずれにせよ制度設計の詳細は、実際に導入議論

が起こる際に、中・長期的な目標に向かった道筋を
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たて、制度としての基本原則を踏まえ、十分に検討

していく必要がある。そのためには、温室効果ガス

の更なる削減を前提に、どのような手法が企業の確

実な削減につながり、これからの日本経済社会のな

かで費用効果的な方法であるのかを、産業界を含め

て検討することが必要である。 
 政策は数が多ければ良いというものではなく、全

てを市場に委ねるのも全てを政府に委ねるのも適切

ではない。それぞれの長所を生かしつつ、いくつか

の大きな政策の柱を持つ、実効性のある温暖化政策

を日本においても形作ることが急がれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

おわりに 

 
 本レポートでは、諸外国の動向を踏まえつつ、日

本国内における温室効果ガスの排出削減政策として

の排出量取引制度の可能性を検討した。検討の結果

も、排出量取引制度は様々な問題点を解決する必要

のある制度であるという認識には変わりないが、制

度設計を十全に行うことにより、日本において費用

効果的に温室効果ガスを削減する手段になりうるも

のであると位置づけている。 
 他の政策とのポリシーミックス等、具体的場面で

議論すべき要素は多いが、諸外国の急速な情勢の変

化を踏まえ、日本にとって望ましいシステムを構築

する上で、導入を検討する必要性がある。 
気候ネットワークは、今後も、危険な気候変動を

防止するために温室効果ガスを大幅に削減すること

を目指して、長期的な視点を持ちながら、炭素税を

軸とした様々な政策措置の検討・提案を行っていく

予定だが、その中において、国内排出量取引制度の

検討・議論にも積極的に関わっていきたいと考えて

いる。 
 
 
 
  気候ネットワーク 排出量取引研究会 
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（参考資料１）

CAN Europe ペーパー    
2003.2.28 

ブリュッセル 

 
欧州委員会環境委員、Margot Wallstrom 殿 
 
われわれ CAN ヨーロッパは、まもなく提出される、EU 排出量取引制度に共同実施（以下 JI）とクリーン

開発メカニズム（以下 CDM）で得られたクレジットを用いることを認めるという草案に対し憂慮をここに記

します。欧州理事会がヨーロッパ排出量取引制度に対する共通ポジションを採択したすぐ後に、欧州委員会は

制度を致命的に弱める提案をしようとしています。 
 
現在までに計画されている CDM には、社会的に有害な巨大ダムや吸収源、そして多くの追加性のないプロ

ジェクトも含まれています。CDM 理事会はプロジェクトの対象条件やクレジット化のルールをまだ確定して

おらず、したがって CDM の水準が高いものとなる保証はありません。EU 域内政策と未確定な国際メカニズ

ムをリンクさせることは無謀であり、環境に悪影響を与えることになるでしょう。この提案は、EU の温暖化

政策の大半を占め、またすでに十分複雑化している排出量取引スキームの信用性を落とすだけであるといえま

す。 
 
域内の温暖化対策の手段としてCDMとJIからのクレジットとEU排出量取引制度とをリンクさせることは、

環境十全性と経済効率性を著しく損なうとわれわれは考えます。 
 
EU 内で排出量を削減することが必要です！ 
京都議定書は EU の国々に温室効果ガスの排出を削減することを求めています。これは気候変動問題におい

て政治的リーダーシップを示し、新しいクリーンエネルギーや省エネを促進、向上させ、またたとえば大気環

境や、エネルギー供給の安全性を大きく改善するというような、化石燃料の使用削減へのさらなる優位性を作

り出す手段となります。EU の排出量取引制度は、温室効果ガスの大半を排出している産業部門の排出削減を

進める中核的な施策となるはずのものを目指していたはずです。まだ不確かであり、潜在的に膨大な量に上る

可能性のある CDM と JI クレジットをこの制度に含めることは、産業界に排出を削減させるインセンティブを

完全に失わせてしまうでしょう。 
 
CDM は持続可能な発展や気候利益をまったく生み出さない恐れもあります 

CDM に関するルールは CDM 理事会によって策定されます。現在まで、理事会は提案されている CDM プ

ロジェクトを調査していません。現在提案されているプロジェクトの多くは本当に意味を成すのか明らかでは

ありません。―プロジェクトの多くは追加性がなく、環境を破壊するものです。南南北プロジェクトや WWF
による“ゴールドスタンダード”のような基準が提案されていますが、国際基準はこれらに比べずっと緩いも

ののようです。排出量取引制度などの EU の温暖化政策は、まだテストされていない国際メカニズムとリンク

させるべきではありません。現状における CDM の欠陥は、以下にあげるようなものです。 
 

→吸収源 CDM における吸収源プロジェクトのルールはまだ決まっていませんが、兆候はよくありません。
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特に JI による吸収源は、量的に大きく、十分な精査がなされないため、より温暖化に悪影響をおよぼすでしょ

う。よいルールが作られるとしても、吸収源プロジェクトは決して排出量削減と同等なものとはなりません。

吸収源プロジェクトは恒久的なものではなく、また追加性についてもほとんど証明することはできません。さ

らに、吸収源プロジェクトには多くの場合、環境的に、また多くの場合社会的にも破壊的な単一性プランテー

ションがよく使われます。 
→大規模水力発電ダム 提案されている CDM プロジェクトの中には、ウガンダの Bujagali プロジェクトのよ

うな悪名高いダムプロジェクトも含まれています。Bujagali プロジェクトは環境的、社会的な側面から、地元

の人々や独立のオブザーバーによって反対されているにもかかわらず、政府によって強行されています。EU
の温暖化政策では大規模水力発電ダム（10 メガワットを超える）による対策は認められていないにもかかわら

ず、CDM では認めています。CDM の国際ルールもまた、世界ダム委員会で合意された基準を無視しています。 
→追加性 提案されている CDM プロジェクトの中にはすでにほぼ完了しているもの、また数年前からすでに

開発されているものも多く含まれています。そのようなプロジェクトにクレジットを与えることは、温暖化問

題の解決に寄与しないばかりか、受入国の助けにもなりません。―これは単に（たいていは北側の）企業への

補助金に過ぎません。このようなことは、南側の持続可能な発展や技術移転を援助する、という CDM の目的

を捻じ曲げてしまうでしょう。われわれはまだ、理事会がどのようにこの追加性のルールを適用するのかを確

認できていません。 
 

CDM がもっと環境によいものとなるように実施することは可能です。―そして EU はそうなるように努力

しなければなりません。しかし、EU 域内の削減をするための鍵となる温暖化政策と、未確定な国際システム

をリンクさせるということは、極めて無謀であるといえるでしょう。 
 
この手の政策を市民が支持するかどうかは、公平で、他の環境・社会影響を引き起こさないものであると同

時に、真の排出削減につながるというそもそもの目的を達成しうるものであるという確実性にかかっています。

しかし現在まで、CDM はこのような目的を達成していません。 
 
排出量取引に対する提案がなされるということで、EU は世界中の注目を集めています。環境保全について

憂慮する者もまた、コストを低減し技術革新を促進しながら EU 内での産業セクターから真の排出削減を生み

出すチャンスとして、注意深く関心を寄せているところです。 
 今回の欧州委員会の新しい提案は、単に真の排出削減を避けるための策略へと変わってしまう危険をはらん

でいます。 
 
排出量取引制度を、産業界の排出削減を促すための域内政策にとどめてください！ 
 
Rob Bradley, Climate Action Network Europe 
Mark Kenber, WWF 
Mahi Sideridou, Greenpeace 
Kate Hampton, Friends of the Earth 
Raphaelle Gautier, Reseau Action Climat France
 

 28



（参考資料 2）
    

温室効果ガス排出量の計算方法及び把握に関する制度について 
（排出量取引研究会第 2 回資料より） 

 
１．温室効果ガス排出量の計算方法について 

１．１ 温室効果ガス排出量の計算方法（物理的計算方法） 

一般に、温室効果ガスは硫黄酸化物や窒素酸化物と異なり、排出量の実測ではなく、排出量に密接に関係する活動

量に、排出係数をかけて求められる。 

 
（温室効果ガス排出量）=（活動量）×（排出係数） 

 
エネルギー起源 CO2 の場合には、活動量は燃料の消費量、排出係数は燃料ごとに定められた係数で、ガソリン、

灯油などの様々な燃料ごとの CO2 排出量の和が総体としての CO2 排出量となる。 

 
 （CO2 排出量）=Σ（燃料消費量）×（燃料毎に定められた排出係数） 

 

 
１．２ 温室効果ガス排出量の計算方法（日本のルール） 

国際的には IPCC（気候変動に関する政府間パネル）が計算方法についてのガイドラインを出し、その中に標準的

な係数の値も定めている。 

日本では、環境省の温室効果ガス排出量算定方法検討会（委員長：茅陽一・慶大教授）で係数、活動量を定めてい

る。ここで定められた排出係数は、燃料の単位消費量（単位は MJ）当たりの CO2 排出量である。ただし、一般に

は燃料消費量はエネルギー単位でなく固有単位（石炭や LNG（液化天然ガス）などは質量、石油系燃料の多くや都

市ガスは体積）で表される。固有単位からエネルギー単位への換算は、経済産業省の発熱量表を用いる。 

 
 （CO2 排出量）=Σ（燃料消費量［固有単位］）×（発熱量［MJ/固有単位］）×（排出係数［g-CO2/MJ］） 

 
で表される。 

 なお、国全体の排出量を計算する場合には、電力の輸出入のない日本では電力の排出係数を定める必要がないが、

次に述べるように企業などの各主体が CO2 排出量を求める場合には、他人から購入した電力の CO2 排出量を求め

る必要があり、その排出係数即ち電力単位消費量（単位は kWh。なお、1kWh=3.6MJ）当たりの CO2 排出量を求

める必要がある。電力の排出係数は「参考値」として環境省温室効果ガス排出量算定方法検討会が毎年の具体的な値

を報告書に示している。燃料の排出係数は年度によりほとんど変化がないが、電力の排出係数は各火発や水力はつ毎

年大きく変化する。同検討会では 1990 年以降の毎年の係数を示している。 

 
１．３ 企業など各主体の計算方法 

 上述の通り、燃料毎の発熱量は経済産業省が、排出係数は環境省温室効果ガス排出量算定方法検討会が具体的な値

を示しているので、各主体は自らの燃料や電力の消費量を把握しさえすれば、これらの係数を用いて CO2 排出量を

計算することができる。 
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 係数については度々改定され、また電力の排出係数は毎年物理的に変化するので古い係数を用いると混乱が生じる。



一般に、最新の係数をどこが発表しているかなどの情報が周知徹底されているわけではないため、環境省が算定マニ

ュアルを作成中とのことである。 

 

 
２．各主体の排出量の公的な把握・検証について 

 事業所毎など、各主体の排出量を公的に把握し、検証する制度はない。 

 

 
３．各主体のエネルギー消費量の公的な把握・検証について 

３．１ 省エネ法による大口使用者の報告義務 

 事業所毎のエネルギー消費量については、省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律（1979 年 6 月 22

日法律第 49 号））の 1993 年の改正より、大口エネルギー使用者（事業所単位）は経済産業大臣に対するエネルギー

消費量の報告義務が規定されている。 

報告義務の対象事業所は、従来は年間エネルギー使用量が燃料 3000KL 以上または電力 1200 万 kWh 以上とされ

ていたが、2002 年の改正で年間エネルギー使用量が燃料 1500KL 以上または電力 600 万 kWh 以上となった（この

要件に該当する事業所は 1998 年の改正で記帳義務が課されていた）。この法改正は 2003 年 4 月 1 日より施行され、

年度単位のエネルギー消費量等の報告を 5 月末までに行うことが規定されているため、この区分の事業所の最初の

報告は 2003 年度分ということになる。 

なお、報告は年間燃料使用量が規模要件以上の事業所は燃料について報告し電力は対象外、年間電力使用量が規模

要件以上の事業所は電力について報告し燃料は対象外となっているため、両方共報告している事業所は限られている

可能性がある。 

 
対象事業所（1993 年改正） 

業種要件：製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業 

規模要件：年間エネルギー使用量が 3000KL（燃料）以上または 1200 万 kWh（電力）以上 

（1979 年制定当初記帳のみ義務化） 

 
対象事業所（2002 年改正） 

業種要件：なし 

規模要件：年間エネルギー使用量が 1500KL（燃料）以上または 600 万 kWh（電力）以上 

（1998 年改正で当該規模要件の事業所は記帳のみ義務化された） 

 

 
３．２ エネルギー消費量の統計作成のための調査 

経済産業省調査統計部が毎年行っていた石油等消費構造統計調査は 2002 年度に廃止された。2002 年度からは、

調査業種は大口 9 種に絞られた。このうち機械工業の対象事業所は従業者 500 名以上となった。 

当該調査は都道府県に委託して行われている。統計官などには実地調査の権限が与えられている。 

 類似の統計調査に工業統計調査、商業統計調査などがあるが、エネルギーについては使用額があるだけで実数につ

いての調査はない。 
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対象業種と規模要件（2001 年まで） 



 製造業の事業所（従業者 30 名以上） 

 卸・小売・飲食業の事業（従業者 20 名以上） 

 
対象業種と規模要件（2002 年改正）： 

 パルプ・紙工業（パルプは全部、紙および板紙は従業者 50 名以上） 

 化学工業（化学繊維工業を除く。全部） 

 化学繊維工業（従業者 30 名以上） 

 石油製品工業（全部） 

 窯業製品及び土石製品工業（セメント、板ガラスは全部、石灰は従業者 30 名以上） 

 ガラス製品工業（板ガラス工業を除く。従業者 100 名以上） 

 鉄鋼業（全部） 

 非鉄金属地金工業（従業者 30 名以上） 

 機械工業（従業者 500 名以上） 

 

 
４．基準年排出量の主体別（事業所別）の推定について 

 石油等消費構造統計対象事業所（製造業の事業所（従業者 30 名以上）など）のエネルギー消費量データは 1980

年以降通産省（当時）に報告されることになり、2001 年まで続けられた。なお、事業所ごとのデータは公表しない

ことになっており、また調査票の保存期間は 2 年と定められたので、1990 年のデータは保存されていないと考えざ

るを得ず、また 2000 年データが今後保存される保証もない。 

 省エネ法の対象事業所のエネルギー消費量データは 1993 年以降通産省（当時）に報告されることになり、2002

年に対象が拡大された。これも 1993 年以降のデータが保存されているという保証はなく、また 2000 年データが今

後保存される保証もない。 

 

 
（参考）省エネ法対象事業所について 

省エネ法では年間エネルギー使用量が燃料 3000KL 以上または電力 1200 万 kWh 以上の事業所を第一種事業所、

年間エネルギー使用量が燃料 1500KL 以上または電力 600 万 kWh 以上の事業所を第二種事業所としている。 

事業所数は 2002 年 3 月の経済産業省の報道発表資料によれば、第一種が 4,164、第二種が 6,650 である。 

 なお、報告義務等の要件が業務部門に属する事業所でどの程度の床面積に当たるかを大まかに計算することができ

る。 

 第二種事業所の要件は燃料 1500KL 以上または電力 600 万 kWh 以上であり、これは 58TJ（140 億 kcal）、22TJ

（52 億 kcal）に相当する。 

 一方、日本エネルギー経済研究所は業務部門の床面積当たりエネルギー消費量を、燃料が 145 千 kcal/m2、電力が

145 千 kcal/m2、と試算している。 

 これより、第二種事業所の床面積は事業種による差はあるものの、燃料については 9 万 6 千 m2 以上（平屋なら

310m 四方の建物に相当）、電力については 4 万 m2以上（同 200m 四方の建物に相当）
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Evaluation of Alternative Initial Allocation 
Mechanisms in a European Union 
Greenhouse Gas Emissions Allowance 
Trading S h me, Mar. 2002 

・ 新澤秀則「排出権取引と望ましい国内政策」『環

境技術』Vol.31 No.7 (2002) 
・ 炭素税研究会「地球温暖化対策推進のための『炭

素税』の早期導入に向けた制度設計提案 
Version5」2003 年 12 月 
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